
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

経営支援特別融資
（新型感染症・物価高
騰対応枠）

新　型　感　染　症 ・
物 価 高 騰 等 対 策
伴 走 支 援 型 資 金

6,000万円

相談窓口：秋葉区役所産業振興課　商工観光係

日

本

政

策

金

融

公

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）
融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び娯
楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
（別枠の新型コロナウイルス感染症対策は、上記推薦要件に加えて最近１ヵ月
間の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む）の平均売上高が前５年のいず
れかの年の同期と比較して５％以上減少している又はこれと同様の状況にある
方、および債務負担が重くなっている方。※据置期間は運転・設備とも５年以
内となります。）

新
津
商
工
会
議
所

1.25％
別枠：0.75％（当初3年間）

新

潟

市

新

潟

県

１０年以内
運転
設備

日
本
政
策
金
融
公
庫

各
金
融
機
関

各
金
融
機
関

新型コロナウイルス
感 染 症 特 別 貸 付

1.5％～2.2％
据置3年以内、
保証料補助あり

１億円
※「新型コロナ
ウイルス対策伴
走支援型資金」
のご利用がある
場合、これを除
いた額　　　　

１０年以内
運転
設備
借換

融資期間が
3年以内 1.15%
3年超～ 5年以内 1.35%
5年超～ 7年以内 1.55%
7年超～10年以内 1.75%

別枠　
8,000万円

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、一時的な業況悪化を来してい
る方であって、要件のいずれかに該
当し、かつ中長期的に業況が回復し、
発展することが見込まれる方

２０年以内
２０年以内

運転
設備 基準金利

1.18%～2.30%
（保証料補助あり）
無担保、据置は5年
以内






































新型コロナウイルス感染症に
関連する特例制度のご案内

令和５年９月28日現在

（　　　　　）

　

９
月
22
～
24
日
の
３
日
間

に
か
け
て
、
富
山
県
射
水
市

に
お
い
て
第
43
回
北
信
越
ブ

ロ
ッ
ク
大
会
射
水
大
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

記
念
式
典
で
は
、
現
北
信

越
ブ
ロ
ッ
ク
商
工
会
議
所
青

年
部
連
合
会
会
長
の
挨
拶
が

あ
り
、
そ
の
後
、
令
和
６
年

度
の
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
長

予
定
者
、
令
和
６
年
度
北
信

越
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
開
催
地
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

記
念
講
演
で
千
原
兄
弟
の
千

原
せ
い
じ
氏
の
講
演
が
あ
り
、

千
原
氏
が
世
界
各
国
を
旅
す

る
中
で
感
じ
た
夢
の
あ
り
方

や
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
未

来
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
作
成
方

法
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
大
会
で
学
ん
だ
事
を

参
加
で
き
な
か
っ
た
青
年
部

メ
ン
バ
ー
へ
伝
え
、
新
津
を

盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

令和5年１０月１日から新潟県最低賃金が変わりました！

※特定の産業には特定 (産業別 )最低賃金が定められています。

時間額：８９０円

時間額９３１円

　従業員の健康を会社の財産として考える「健康経営®」に取組む事業所が増

えています。

　協会けんぽ新潟支部「にいがた健康経営宣言」に1,500社が参加しています。

その中から、経済産業省・日本健康会議が行う「健康経営優良法人2023」に

210 社が認定されています。

　「にいがた健康経営宣言」は健康経営の入り口です。協会けんぽが取組をサ

ポートします。

・健康づくり担当者の設置        ・健康診断受診 100％

・特定保健指導の実施率 35％以上   ・受動喫煙対策実施　

  これらの項目に取り組んでいる事業所はぜひご参加ください。

  参加方法はこちらをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/niigata/cat070/190815-1/190815-2/

※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※当事業は「協会けんぽ新潟支部」加入の事業所様限定です。

　インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業

者の方について、令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する

課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を、特別控除税額

（課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還

等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額）

とすることができる特例です。

　　

▶ インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業

  者の方が適用できます。

▶ 一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、

  ２割特例の適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できます。

 （注） 基準期間（２年前）の課税売上高が１千万円を超えている方など、

      インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用で

      きません。

　基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上

高が５千万円以下の事業者は、令和５年10月１日～令和11年９月30日までの

間、税込１万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除

が可能です。

※ 「基準期間」とは、個人事業者については前々年、法人については前々事

  業年度をいい、「特定期間」とは個人事業者については前年１～６月までの

  期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後６月の期間をいい

  ます。

インボイス制度特設サイト

　インボイス制度のより詳しい情報や国税庁が行っているオンライン

説明会の動画、　申請手続に関することや、Ｑ＆Ａなどを掲載していま

す。

インボイスコールセンター

　インボイス制度に関する一般的なご質問を受け付けています。

　　　　　　　０２５０－２０５－５５３【受付時間】

　　　　　　　９：００～１７：００（土日祝除く）

　　（個別の相談は所轄の税務署へ事前予約をお願いいたします）

(3) 2023.10.6 vol.871


